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岡山家庭裁判所委員会議事概要 

 

第１ 日時 

      令和元年６月１２日（水）午後２時３０分 

第２ 場所 

   岡山家庭裁判所特別会議室 

第３ 出席委員 

 １ 委員（五十音順） 

      荒田治通委員，桑原和美委員，清板芳子委員，髙﨑和美委員，長井秀典委員，永田裕侑

委員，西本千恵委員，平松敏男委員，渡部佳寿子委員 

 ２ オブザーバー 

   奥田裕事務局長，山下一夫首席家裁調査官，矢原洋二首席書記官，笠岡英樹事務局次

長，石塚丈記次席家裁調査官，石川みさ子主任家裁調査官，五十嵐康夫主任書記官 

３ 事務担当者 

上野宣子総務課長，早田和正総務課課長補佐 

第４ 議事の要旨 

１ 開会 

 ２ 所長挨拶 

３ 新任委員等挨拶 

４ 報告 

 前回の家裁委員会について 

委員長から，前回の家裁委員会において，「成年後見制度の利用促進について」を

テーマに意見交換を行った後，関係機関や職種で構成する後見利用促進意見交換会が

平成３１年３月２０日に開催され，その席上において，同委員会で出された意見を披

露したことや市町村で開催されるワーキンググループ等に出向いている状況等が報告

された。 
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 家裁７０周年記念広報行事について 

総務課長から，平成３１年３月２５日に，「家庭に光を 少年に愛を～家庭裁判所

調査官の果たしてきた役割とこれから～」をテーマに，家庭裁判所７０周年記念広報

行事を開催したこと，当日は，家事事件で使用するラウンドテーブル法廷や少年事件

で使用する少年審判廷等の見学や，家裁調査官の職務内容・魅力・やりがい等につい

て説明を行い，これに続き，ＮＨＫ解説委員をお招きして，家庭裁判所の歴史等につ

いて御講義いただくとともに，裁判所職員を交えて「家庭裁判所調査官とは」等をテ

ーマにパネルディスカッションを行ったこと，当該行事には３４人の方に御参加いた

だき，参加者の中からは「家裁や家裁調査官の特徴等について，具体的な話を聞くこ

とができ大変参考になり，自身の将来への参考にもなった。」等の声を頂いたこと，

今後も，種々の機会を捉えて，効果的な広報行事の実施に取り組んでいくことが報告

された。 

５ 意見交換等 

「被害者の立場から見た少年事件について」をテーマに，別紙のとおりの意見交換が行

われた。 

 ６ 次回の期日の決定，意見交換事項（テーマ）の決定  

 次回の開催日時 

令和元年１１月６日（水）午後３時 

 意見交換事項（テーマ） 

  「離婚調停と子の福祉」について 

７ 閉会 
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（別紙） 

岡山家庭裁判所委員会議事概要 

 

◎委員長，○委員（委員長を除く。（ ）は，家庭裁判所委員会規則４条の何号

の委員であるかを示す。），□オブザーバー 

 

〇Ａ（２） 

 傍聴するケースというのは，どのくらいの割合であるのかが知りたいのですが。 

 

◎委員長 

 御質問は傍聴ということでしたけれども，五つの制度をあわせて御紹介をお願い

します。 

 

□オブザーバー 

 私から全国の家庭裁判所の申出の数と，岡山家庭裁判所の申出の数を御紹介させ

ていただきます。その前提としまして，全国と岡山で少年事件が総数としてどのく

らいあるかというのを先に御説明させていただきます。この中には道路交通法違反

ですとか，そもそも被害者がいないというものも含んだ総数ということになります

ので，その点，御留意ください。 

 まず，全国の家庭裁判所で平成３０年１月から１２月までの１年間で６万４，０

００件余りが少年事件として家庭裁判所で審理されております。これに対しまして

岡山家庭裁判所では，１，１３４件が平成３０年の１年間の総数ということになり

ます。 

 次に，被害者関係制度の申出の人数につきましてですが，事件記録の閲覧等につ

きましては，全国では９３６人が申出されておりまして，岡山では３３人。意見陳

述につきましては，全国で２１４人，岡山では７人。意見陳述には形態の違いがあ



 

 

4 

りますので，それも参考までに申し上げますと，全国では審判の場で裁判官に対し

て行うのが１９人，審判外で裁判官に対して行うのが９０人，家庭裁判所調査官に

対して行うのが９８人。それから岡山では全体として申出人数は７人，審判の場で

裁判官に対して行うのが２人，審判外で裁判官に対して行うのが１人，家庭裁判所

調査官に対して行うのが４人となっております。 

 審判状況の説明につきましては，全国で３０１人，岡山では５人。審判結果の通

知につきましては，全国で８２４人，岡山では２２人。傍聴につきましては，全国

で５４人，岡山では２人です。 

 

◎委員長 

 傍聴は，昨年１年間で，岡山では２人だったということですか。 

 

□オブザーバー 

 はい。 

 

◎委員長 

 御質問の趣旨は，実際に認められた数ということも含まれていると思います。申

出に対して認められた，逆に言うと認められなかった数というのはどれくらいある

かというのは把握できていますか。 

 

□オブザーバー 

 傍聴は先ほどの全国５４人の申出に対して許可人数は４７人。この許可人数以外

の７人につきましては，申出自体を取り下げたというものも含まれますし，傍聴が

認められなかったというものも含まれております。その内訳までは分かりません。

それから，岡山は２人の申出に対して許可も２人です。 
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◎委員長 

 Ａ（２）委員からの御質問に対しては，この程度でよろしいですか。 

 

〇Ａ（２） 

 この数字を見ると余りにも低いんじゃないかなと，全てがね。ということは，裁

判所の説明ができてない，あるいは全体かも分かりませんけれども，そこはやっぱ

り問題があるんじゃないかなというふうな感じがしてなりません。 

 

◎委員長 

 そうしましたら，その後の御質問に関連して，裁判所の方で被害者の方に対する

御説明，この制度説明，裁判所としてはどういう制度説明の仕方をしているのかと

いうのを御紹介いただいたほうがいいかなと思います。 

 

□オブザーバー 

 被害者の方に被害者配慮制度が必要という指示があった事件については，制度案

内を行ったりとか，あとは被害者調査ということで，併せて被害者関連の調査を行

ったりする事案がございます。 

どちらにしましても，このたびあなたが被害に遭われた少年事件が家庭裁判所に

送られてきましたということで，こういう制度がありますよといったことや，問合

せ先等を記載したお知らせ書面に，「少年犯罪によって被害を受けた方へ」という

ものを同封して送っています。お知らせとしては以上です。 

 

◎委員長 

 そのお知らせを送ると，被害者の方としては，リーフレットで内容をお知りにな

るということになるんですね。 
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□オブザーバー 

 はい。 

 

◎委員長 

 受け取ったリーフレットに関して電話をかけて問い合わせられるとか，あるいは

裁判所に来て，もうちょっと中身を教えてほしいとおっしゃる方はいらっしゃるん

ですか。 

 

□オブザーバー 

 中にはいらっしゃいます。件数的にはさほど多くはないですけれども，中には電

話をかけてこられる方もいらっしゃいますし，窓口に来られて，例えば，私の方で

対応する場合は，別室で対応して，どういう申出をされる御予定かをお聞きして，

それに合わせた申立書や申立書の記載の仕方が書かれた書面をお渡しするような形

をとっております。 

 

◎委員長 

 基本的には被害者の方一般については，リーフレットと事務連絡をお送りすると

いう形での情報をお伝えするということですね。 

 

〇Ａ（２） 

 それで済むというか，それで一応説明というか，知るような状態に置いたという

ことになるんですかね，裁判所としては。あと，例えば，家庭裁判所調査官とか裁

判所書記官とかが説明するときに，こういう制度があるんですよとか，そういうの

をもう少し詳しく言っていただいたほうがいいんじゃないかなという気はしますね。

だから，私たちのところに来たときはまだいいんですけれども，来ない人はいっぱ

いいるんじゃないかと思っているんですけどね。 
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Ｂ（２） 

 傍聴が許可されるのは重大な事件だけだということだけれども，数として，被害

者がいる事件は全部このリーフレットを送っているということなんですか。 

 

□オブザーバー 

 いえ，具体的に裁判官から指示があった一定程度の事件ということになります。

全件にわたって全て送っているということではありません。 

 

〇Ｂ（２） 

 そうでしょうね。ちょっとした窃盗まで，これを送るとは思えないので。ただ，

今回のでは事件数は１，１３４件ですと言われたんですけど，送っている数という

のは大体どのくらいとか分かるんでしょうか。 

 

◎委員長 

 統計は多分とれてないですね。だから，体感で。 

 

□オブザーバー 

 窃盗事件でも態様によって，例えば，ひったくりということになると被害者の方

は，けがまではしてなくても，かなり被害感情も大きいですし，コンビニで万引き

したという事案と比べても，被害者の方の感情も違いますので，当庁ではひったく

りの場合は必ず照会させていただいて，コンビニでの万引きの場合は店長さんがも

ういいよって言っているとか，そういう場合もありますので，どっちが多いかとい

いますと，ひったくりのほうはそんなに多くはなくて，万引きとかそういうのが多

いもんですから，感覚的にはそれほど被害者の方に対する，例えば，窃盗事件を例

にとりますと，それほど割合は高くないのかもしれません。 



 

 

8 

 ただ，傷害事件ということになりますと，ある程度の傷害になっていると，やは

り被害者の声というのをお聞きする必要もありますし，被害感情もありますので，

そういう意味では送っている件数のほうが多いんじゃないかと思います。 

 

◎委員長 

 傷害事件はそこそこな割合という感じですか。 

 

□オブザーバー 

 はい。 

 

◎委員長 

 性犯罪だと，ほとんどですかね。 

 

□オブザーバー 

 性犯罪の場合は，かなり被害者の声というのをお聞きしないといけませんから，

その場合，今度は調査のほうに入りますけれども，被害者調査ということで，配慮，

制度案内だけではなくて，具体的には照会書を送付して，制度案内と照会書の書面

を準備してお送りするということになります。 

 

〇Ａ（２） 

 照会書というのはどういう意味ですか。 

 

□オブザーバー 

 それは，被害者調査になるので，意見陳述とか，被害を受けた方のための制度と

は趣旨が違うかなと思います。 
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〇Ｃ（４） 

 被害弁償を受けておられますかとか，処分について御意見がございますかとか，

その他御意見何かございますかというような形で，性犯罪の方には性犯罪の被害者

の方向け，暴行・傷害の被害者の方にはその方向けで，文言も変えて照会書を送ら

せていただいております。 

 

〇Ａ（２） 

 被害者が受ける聴取ですね。 

 

〇Ｃ（４） 

 そうですね。申出がなくても，事案を見て，この方にはお送りしたほうがよいと

いうことで送らせていただくということになります。 

 

□オブザーバー 

 その場合も必ず制度のリーフレットは同封しております。 

 

〇Ｂ（２） 

 やっぱり被害感情が大きいと思われる事件については，被害者のためではないけ

れども，被害者の心情とかを配慮するための照会をするということなんですかね。

審判に生かすというか。 

 

〇Ｃ（４） 

 少年にこの事件で被害者の方がこれだけつらい思いをしているんだよということ

を伝えたいということですね。その照会書の中に，この内容を少年に伝えてもいい

ですかという質問事項も入っていますので，伝えてほしくないとおっしゃることは

伝えませんし，伝えてもよいという回答を頂くこともありますので，伝えてもよい
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という回答を頂いたときは，被害者の方がこういうふうにおっしゃっているんだと

いうことを審判の場や調査の場で少年にも伝えます。 

 

〇Ａ（２） 

 今のやり方は余りにも形式的で，いわゆる実際の気持ちというのを全く無視かな

と。私どももやっていても，リーフレットの内容を全く理解されていないんですね。

こちらがアドバイスしない限りは，これを利用しようと考えている人はほとんどい

ないんじゃないかなと思いますね。私も裁判官に対する審判廷での意見陳述，これ

は形式的なもんだなというふうに思っていますけれども。そこで結論が決まってい

るという意味なんですけどね。あと，裁判官に対して審判外で行うのは，実際には

どのぐらいあるんですかね。時間をどのぐらいかけられるか。 

 

〇Ｂ（２） 

 １件あったというふうになっているんですね。 

 

〇Ｃ（４） 

 １件，当庁でも被害者の方から申出を頂いて，審判日とはまた別の日に，もちろ

ん審判に先立って時間を決めさせていただいて直接お伺いした事案があります。私

も他庁でお聞きしたことはございます。 

 

〇Ａ（２） 

 それまで家庭裁判所調査官は調査，意見も聞かないわけですけど，改めて聞くん

ですかね，家庭裁判所調査官も。 

 

〇Ｃ（４） 

 両方やってほしいというようなお話がありましたら，それはそれに従って対応さ
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せていただくこともあると思います。 

 

◎委員長 

 今のＡ（２）委員からの御質問は，恐らく被害感情の強い事件であろうから，調

査として被害者の方の御意見を聞くのと，それから申出に応じて裁判官が聞くのと

趣旨が違うので，両方やるのが普通でしょうかと，こういう御趣旨だと思うんです

が，それは多分，そういうケースであれば両方やるというのが普通という理解でい

いでしょうかね。 

 

〇Ａ（２） 

 そうなんですかね。 

 

〇Ｃ（４） 

 そうですね。被害者の方に対して，事件調査の中で家庭裁判所調査官が対応する

のは少年の起こした事件についての調査の一環ということで，これは特に申出がな

くとも審判の傍聴対象事件になるような重大事件であれば，こちらのほうからお話

を差し上げるというようなことで面会をさせていただいております。それとは別に

意見陳述の申出があって，それについて家庭裁判所調査官に対して行いたいという

ような申出がありましたら，それは事件調査の命令とは別に意見聴取の命令を出し

て，事件の調査とは別に意見聴取のほうを家庭裁判所調査官が行います。それとは

別に，まだ裁判官に対して審判廷なり期日外で直接意見を述べたいということがあ

りましたら，そこはまた別途のものとして，こちらで検討させていただいておりま

す。 

 

◎委員長 

 Ａ（２）委員に教えていただきたいと思ったんですけれども，成人の刑事事件の
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場合だと，皆さんもテレビでご覧になることがあると思いますが，法廷で正に，そ

の裁判の場で被害者の方や御遺族が御意見をお述べになるというのが一般的だと思

います。それに対して，少年事件のときには審判廷で意見を言っていただくよりは，

その前の調査の段階で家庭裁判所調査官に対して言ってもらうようにするんだと，

こういうお話でした。この刑事事件と少年事件とで，被害者の側からして違うやり

方をしようというふうになさっている。その理由はどんなところでしょうか。 

 

〇Ａ（２） 

 それは先ほども申し上げましたけど，審判廷で裁判官に意見を聞いてもらうとな

ると，私の考えですが，もう既に結論は出ているだろうと実は考えているんです。

ほかの事件いろいろやっていましたけど，審判廷で意見を仮に言っても，裁判官は，

はいと言って裏に一回入っても出てきて，すぐ決定を出すのが通常だろうと思って

いるんで，それじゃあ余り意味がない。それまで家庭裁判所調査官も調べて，いろ

いろ聞いた上で考えるので，家庭裁判所調査官に詳しく事情を述べて，それを言っ

ていただいて，読んでいただいたら一番効果があるのかなと。 

 分からないのが審判外で裁判官に意見を述べる方法で，これはどういうやり方を

するのか，実は私も分かりません。１件あると言われたので，これが効果があるの

なら全員やりたいなというふうに思ったと，そういう意味ですね。刑事の場合は事

前に法廷でやって，判決は別の日ですからね。 

 

〇Ｂ（２） 

 効果があるというのは何の効果でしょうか。今，裁判官に事前に言うのが効果が

あるならそれをということですか。 

 

〇Ａ（２） 

 被害者の気持ちと実情をそのまま訴えたいんですけれども，家庭裁判所調査官だ
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と，私の今までの考えでは，細かく聞いてくれて，それが裁判官に伝わっていると

思ったんですけれども，中には違う例もあったので，そうするとむしろ審判外で裁

判官に聞いてもらうのがいいのかなと思ったり。ただ審判廷では余り意味がないん

じゃないかなと思っています。 

 

〇Ｂ（２） 

 ということは，効果というのは，被害者の側に立つと，被害者が裁判官に聞いて

もらったと実感できることがよいことっていうことですかね。 

 

〇Ａ（２） 

 そうですね，取りあえずはね。 

 

〇Ｂ（２） 

 それから日が経ってからであって，それを聞いて１０分後に出てきて，ぱっと言

われたら，本当に聞いてくれたのかなと思うという意味ですよね。 

 

〇Ａ（２） 

 本当は少年のほうにも聞いてもらいたいというのが実情ですけど，その制度はな

いのかなと。審判廷でやるしかないですね。そこで結論は恐らく出ていると思って

いるので，思い込みかも分かりませんけど。刑事事件だと法廷でやりますから，そ

れによって微妙な事件だと被告人，少年の場合，少年に直に感情等が伝わるので，

被害者はその伝わることによって被害の回復が早いわけです。無視されるよりはね。

それが重要かなと思っております。 

 

◎委員長 

 私は伺っていて，今Ｂ（２）委員がおっしゃったことも，そういうことなのかな
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と思うんですが，審判廷で今，正に少年はそこで言わば裁かれているという，そう

いう刑事事件とはちょっと性質が違いますけれども，しかし，裁判，一つの厳粛な

場なんですね，そういう公的な場で，その場で少年の面前で御意見をおっしゃる，

それこそが少年に対しても感銘力があるだろうし，裁判官にとっても，その場で聞

いて判断するということ，そこに意味がある。そこは刑事も少年も同じなんじゃな

いのかなと，ちょっと思ったものですから御質問させていただいた次第です。 

 

〇Ａ（２） 

 刑事事件と同じように意見陳述をやらせていただけるのなら，それは効果がある

かも分かりませんね。ただ，実際は，少年の場合は違うんじゃないかという，短時

間でやってしまうという意識があるんですよね。 

 

◎委員長 

 なるほど。時間制限，成人の刑事事件よりも短い時間で審判が行われるから，と

いうことなんですね。 

 

〇Ａ（２） 

 実際どうなのか，ちょっと。 

 

〇Ｂ（２） 

 同じ期日の中で結論にまで行くことがほとんどですからね。 

 

◎委員長 

 確かに現実問題としては，成人の刑事事件のほうが長い時間をとって裁判をする

ことが多い，少年事件はそれよりは短い時間で審判が行われる。現実にはそういう

時間が多いでしょう。 
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〇Ｃ（４） 

 少年の場合，少年鑑別所に収容する期間が原則，最初は２週間，その後，通常の

事件であれば延長して更に２週間ということで，全部で４週間という期間制限があ

りますので，例えば，被害者の方の御意見をお聞きする日とは別にまた審判を入れ

ようと思いますと非常に調査の期間が短くなるとか，あとその期間を超えてしまい

ましたら少年を一回釈放しないといけないというような話になりまして，被害者の

方としても，そのために釈放してもらいたいということではないと思いますので，

そういう期間制限というのはどうしても問題になってくるというところはあるかと

思います。 

 少年に被害者の気持ちを知ってもらうということでは，被害者の方からお手紙を

書いていただいて，被害者側の御了解を頂いて調査の中で，その手紙の内容を少年

に伝えるということはあるかと思います。例えば，その少年が自分は許されている

というふうに思っていたのが，その手紙の中で被害者の気持ちというのは，そんな

簡単なものではないというようなことを直に言葉を聞いてもらったことがあります。 

 

〇Ａ（２） 

 手紙はどういう形で出るんですか，どういう扱いになるんですか。手紙を出した

から全てを読んでもらえるというわけじゃない。 

 

□オブザーバー 

 調査で来られたような気がします。 

 

〇Ａ（２） 

 必ず読んでいただけるなら，それも一つの方法ですけどね。 
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〇Ｃ（４） 

 手紙の内容を口頭で少年に紹介するということですね。 

 

□オブザーバー 

見せるということは，こちらではしていないですけど，少年の付添人が見られて

説明されるということはあると思います。 

 

◎委員長 

 少年法は，家庭裁判所に裁量権を多く与えていて，少年審判の式次第というもの

は，ほとんど法律で定まっていませんので，裁判官の裁量で行うと。そこが成人の

刑事事件と随分違うところでございます。成人の刑事事件でしたら，意見陳述も申

出があれば，それは許さなきゃいけない。あるいは書面でしたいとおっしゃったら，

原則として書面で意見陳述をしてもらうと，こういうルールになっていますので，

お手紙を書いてこられれば，それを読み上げるというのは，成人の刑事事件では，

それがルールなんですね。 

 少年の場合は，正に審判を行う裁判官の裁量ということで，そこを今おっしゃっ

ているんだと思います。確かに裁量ですので，常に認められるとは限らないと。た

だ，そういうやり方をしたケースがあるという御紹介だったということですね。 

 

〇Ｃ（４） 

 少年鑑別所に入っているような少年には，通常，付添人が付いていることがほと

んどですので，付添人を通じて手紙を見せて少年に読むように勧めてもらうという

ことはできると思います。 

 

◎委員長 

 先ほどから，被害者の方にこの制度がどれほど実質的に理解していただけている
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か，そういう配慮がされているかということについての御意見が出ておりました。

この点は少年と成人とで大分状況が違うだろうと思いますので，この機会にＤ

（３）委員から，法制度上の違いと実情の違いを御紹介いただければと思います。 

 

〇Ｄ（３） 

 まず，成人の場合は，先ほどＡ（２）委員から御紹介があったんですけども，結

構かっちりといろいろやれることが決まっているということで，それに比べると少

年は，できることが少ない部分が多いと。まず，法制度上として，細かく言い始め

ると切りがないんですけれども，実情の話をしますと，非常に結構難しい部分があ

るんですけど，少年事件の被害者の方でもいろいろやりたいんです。 

 例えば，審判に参加したいです，できるんですかとかって問合せがあることはあ

ります。ただ，これはできて，これはできませんという話になります。成人の場合

には，意見陳述があるとか，いろんな機会がありますとか，それから傍聴も簡単に

できます，公開の法廷でできますというお話になります。ただ，そこで確かにある

んですけども，それが成人と少年によって制度の違いがあったとしても，そんなに

被害者の方から言われる機会っていうのは，実はそこまで数多くはないですね。正

直なところで申しますと。 

 被害者の方も当然，我々も話を聞いて供述調書を作成することも，それは少年事

件であっても成人の事件であっても事件は同じなので，それは作成する場合はある

んですけども，実情として正直，余り申出があるほうが少ないという感覚はあるの

かなという気はしています。 

 

◎委員長 

 先ほどの被害者の方に制度の中身について，どのようにして知っていただくのか

という観点からの御意見がございました。成人の場合は，結構丁寧に御説明されて

いるんじゃないですか。 
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〇Ｄ（３） 

 成人でも少年でも，被疑者が少年であったとしても，被害者の方が来られたとき

には，こういう制度がありますということで当然パンフレットをお渡しして，その

中で少年の話も入っていますので，そこで御説明はさせていただくんです。なので，

実感として少年事件と普通のいわゆる成人の一般事件で異なっているという感覚は

余りないですね。正直なところで申しますと。 

 

〇Ｂ（２） 

 被害者代理人を大分前にしたことがあって，節目節目で通知が来て，その後どう

なりましたという通知も来ますよね。それは非常に丁寧だなと感じますね。だから，

Ａ（２）委員の言われているのは，そういうこととの関連かなと思ったりもするん

ですけど。 

 

〇Ｄ（３） 

 通知はちゃんと制度として，普通の成人事件の場合は検察庁がやるんです，基本

的に。ただ，少年事件の場合には，検察庁は処分結果だけをお伝えして，その後，

家庭裁判所のほうが審判の結果，その後，例えば，少年院に行った，保護観察にな

ったっていうような結果の通知もちゃんとあります。 

 

〇Ｂ（２） 

 しているはず。 

 

〇Ｄ（３） 

 それをちゃんと説明させていただくので，パンフレットにも入っていますので，

確かに検察庁が全部一手を担って全部やるっていう話と，それは成人なんですが，
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基本的には。その後の，またそれは別なんですが，ただ窓口は違うけど，こういう

制度がちゃんとあって，こういう通知もできますからねっていうお話をします。 

 

〇Ｂ（２） 

 できますじゃなくて，されます。 

 

〇Ｄ（３） 

 そういう説明をします，少年事件も。こういうのもできますということで，こう

いうことがありますからねっていう話はします。 

 

〇Ｂ（２） 

 そうすると，いつの間にか審判が終わっているということは，今は。 

 

〇Ａ（２） 

 ちょっと口を挟むんですけれども，今のＢ（２）委員のは全部申出なんです。申

出をしない限り・・・。 

 

〇Ｂ（２） 

 ですよね。申出をすればっていうので，逆に言うと，どっちも申し出ればできる

と。 

 

〇Ａ（２） 

 そう。検察官に，口頭でもいいんだけれども，申し出たらやってくれると思いま

す。裁判所もそうなんですね。審判の結果の通知は，やっぱり申出をしなければ来

ないと思います。少年の場合，複雑なんですけれども，審判の結果については家庭

裁判所に申出するんです。保護観察になると保護観察所，少年院に送ると少年鑑別
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所にする，そういうことさえ誰も分からないんですよね。だから，本当はそういう

ことをもう少し丁寧に説明していただかないといけない。 

 

〇Ｄ（３） 

 一応こちらでも，それはパンフレットに窓口が変わりますからねということで被

害者の方が来られて聴取をするときに，こういう制度がありましてという形で説明

はさせていただいています。結構，実情として，それを説明してもいらないですっ

て言われる方も結構，感覚的にはいるかなと思います。 

 

◎委員長 

 今のお話まで整理しますと，被告人が成人であると，刑事事件だというときには，

終始被害者の方に対応なさるのは検察官ということになって，被害者の側からすれ

ば，常に検察官と連絡を取っていれば自分ができることが何なのかというのが分か

ると，こういう状態だということです。そして一般的な説明はパンフレットを渡す

などして御説明なさって，そこは余り変わらない。そしてまた申出がなければ，検

察官も特には動かないと。 

 

〇Ｄ（３） 

 いや，申出がなかったとしても，基本的には，うちに供述調書作成で来られた方

については，基本的には通知を希望されますかということは，これは成人の事件で

あったとしても，被害者だけではなく目撃者の方とかでもお話はさせていただくん

です。それは，検察官個々のスタンスの部分もあって，基本的には申出があればと

いうことになっているのですけど，私は話はしているんです，こういうことがあり

ますから，必要であれば言ってくださいと，そういう形です。 

 

◎委員長 
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 そういう形で成人の場合は進むと。そこが少年の場合，少年審判の対象になる少

年の場合にも，構造は根本的に違うわけではないということをおっしゃったんです

ね。 

 

〇Ｄ（３） 

 はい。 

 

◎委員長 

 根本的に構造が違うわけではないけれども，途中で検察官の手を離れてしまうと。

成人の場合は起訴されても検察官が被害者の対応をなされるんだけど，少年の場合

は，家庭裁判所に事件を送ったら，検察官の手元を離れてしまって，その役目は裁

判所がしなきゃいけない。更に処分が決まった後は保護観察所なり少年院なり，そ

ういう処遇機関の方に移って，次々と担当が変わっていくと，そこが違うんだと，

こういうことでございますね。 

 

〇Ｄ（３） 

 はい。 

 

◎委員長 

 その違いがＡ（２）委員からすれば，大変大きなところと，こういうところだと

いうことですね。 

 

〇Ａ（２） 

 裁判所もリーフレットを入れていますよという，検察官についても，その程度は

やられていると思うんですよ。実際，それからの問題で，もっと丁寧にやる必要が

あるんではないかなと。この統計を見てみると，特にそういう感じがしたんですけ
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どね。 

 

◎委員長 

 被害者の方からすれば，まずは捜査で警察に呼ばれ，次に検察庁に呼ばれて，検

察官と話をして調書をとった。そのときに，こんな制度がありますよと，これにつ

いてはどうですかといった会話をして，その後，裁判が始まった。そのときに同じ

検察官に対して，その後どうなっていますか，こういうことをしたいんですけど，

どうでしょうって聞くと，これは非常にやりやすいと。既に知っている方ですし。

それが少年の場合は同じことをしようと思ったら裁判所に言わなきゃいけない，今

まで会ったこともない人，行ったこともないところで手続をとらなきゃいけない，

ここの違いがあるということです。 

 

〇Ａ（２） 

 成人の場合は，少年もそうですけど，警察の段階で，ある程度説明があるんです

よ。それから検察庁へ行っても説明があるんです。それから，あと裁判になると被

害者参加弁護士として，被害者のほうの弁護士からまた説明があると。何段階もあ

るから，よく理解できるんですけれども，少年の場合は，少年事件について家庭裁

判所に送られた後は検察のほうは全く理解されていないんですよ。だから，どうい

う制度になっているかさえ分からないんですよね。 

 だから，そういう説明が簡単にあったって理解されていないので，そういう意味

では家庭裁判所の責任だと思って，多少説明していただいたほうがいいのかなとい

うふうに私は感じているんですけどね。 

 

〇Ｃ（４） 

 私も検察庁でされているやり方について，よく知らないところがあるのですけれ

ども，先ほどＤ（３）委員のお話ですと，少年事件，成人の刑事事件に限らず，取
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調べに来られた被害者の方には全て被害者配慮制度の説明はされていると。 

 

〇Ｄ（３） 

 どこまでの説明をするかっていうお話は被害者の，ケース・バイ・ケースなんで

すけども。うちのほうで作成をしている資料がありまして，成人と少年の場合で，

少年の場合であれば，こういうことはできますよと，通知について希望されますか

ということは一応説明はしますので，ただ，こういうものがないので，その先につ

いては家庭裁判所の方に聞いていただかなきゃ，我々の方でも分からない部分があ

るんですという，そういう実情が，そこは申し訳ないですけどもということでの説

明に正直なってしまって，ただ一般論として，こういうことができるんですけども，

具体的なことや形式的なことについては家庭裁判所の方にお伺いしてくださいとい

う形で，こちらは説明をしているという形です。Ａ（２）委員のおっしゃるような

細かな説明というところまではしていない。 

 

〇Ｃ（４） 

 分かりました。 

 

◎委員長 

 実際の運用のところも含めて少しお話を聞いていただかないと御理解が難しいと

ころもあろうかと思って，法律家ばかりの会話が続いてしまいました。今日は，主

にそれ以外の委員の方も含めて，皆さんから，こういう制度を裁判所において運用

していく上で，どのような心構え，配慮，あるいはよりできること，あるいは違う

やり方ですべきこと，そういったことがないだろうかという御意見を頂ければなと

思います。また，そこまで行かない，その手前の，まだよく分からないという御質

問を含めて，頂きたいなと思っております。 
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〇Ｅ（１） 

 今お話を聞いているんですけども，制度とかいうことになったら，私ども本当に

分からない状態になるんですけど，被害者の立場になったら，それが少年であれ成

年であれ，一つも変わるところはないと思うんです。それが何で，このように家庭

裁判所とか一般の裁判とかいうのに分かれてするのかなという疑問もあります。 

 また，傍聴に関しても，特定の人だけができるとか，通常成人の犯罪であれば，

一般の傍聴人もできて，その真相を明らかにするということができると思うんです

けども，そうしたこともありますし，それから被害者というのは余り守られていな

いようなことがあると思うんです。名前を言われたり，少年の場合は学校であれ，

勤め先であれ出ませんよね。そういうとこの差もありますし，そうした中で下され

る罪いうんですか，そういうものが余りにもかけ離れているというような見方をす

るんですけども，それについてどういうふうにお考えかなと思って，お聞きしたい

なと思います。 

 

◎委員長 

 これは非常に根本的な疑問，これは是非，法律家の方どなたか御発言をと思った

んですけど，もう手を挙げてらっしゃいます。どうぞ。 

 

〇Ｂ（２） 

 私は，少年事件のほう，基本的には付添人でしか経験がないんですけれども，Ａ

（２）委員は，法の趣旨が少年の健全育成にあるのが問題であるというふうにおっ

しゃっているんですけど，私自身はこの健全育成しか趣旨はないというふうに思っ

ています。立ち直るのに懲役でうまくいったっていう話，実は非常に少ないんです

よね。アメリカなんかで，あそこも厳しくやっていて死刑もあって大変だけれども，

少しずつやっていっているのは，日本でもＰＦＩと言われる民間のを取り入れなが

ら，やっぱり内省を促すような刑，内省して始めていくということなので，少年法
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はまだ若い子供について，それをフルにやっていくという趣旨なので，そうすると

今の趣旨自体はいいのかなと思っています。 

 

◎委員長 

 内省というのは反省させる。 

 

〇Ｂ（２） 

 反省ですね。 

 

◎委員長 

 自分で考えてという。 

 

〇Ｂ（２） 

 そう。そのためにはさらし者にはできないということが１点あります。もう一つ

が傍聴ということも，これは公開処刑ではなく，傍聴はなぜ刑事裁判で認められて

いるかというと，私たちが習うのは，私がこんなことで罪に問われている，変な刑

にさせられないように，裁判官がちゃんとしてくれているかどうか，私を見てって

言えるというような趣旨も一番大きいんですね。つまり，重すぎないように，軽す

ぎないように市民が見る，自分を見てもらいたいという気持ちがあるでしょうとい

うのが原則だと思っているので，少年は見てもらいたいかもしれないけど見せない

よという感じで私は理解しています。そこのところが，やっぱり市民の方に対する

弁護士なんかの説明が足りてないなということが今日すごく感じたところです。 

 最後のところは，被害者に対してのは，今日，Ａ（２）委員のお話を聞いて，や

っと本当の個別の困り感ということが分かりました。根本的なところでいうと，例

えば，被害者のお話を聞くときに，普通の少年の話を聞くのと全く同じ真っ白な何

もない部屋にぽんと入ってもらって聞くっていうようなやり方じゃなく，それって
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しょうがないことなんですけど，やっぱり被害者の対応なんだという部分について

の幾らかのマニュアルいうたらおかしいですけれども，やっぱり傷ついた方に対応

するという趣旨でのやり方。 

 今，Ａ（２）委員が形式的でしょうって何度も言われたけれども，そこの意味を

言われているんじゃないかなと思うんですよね。説明する側はちゃんとしているつ

もりだと思いますし，ちゃんとしているんだと思うんですが，今頃やっぱりオーデ

ィオビジュアルですよね。少しその場を被害を受けた方に聞いてるっていうような

何らかの工夫ができないか，家庭裁判所には子供の部屋には少し飾りをってやった

りするような，お金をかけるかかけないかは別として，被害者対応の改善というの

が，まだもう少しできるかなという気が今日はしました。 

 実は私，２０年ぐらい前にやっと弁護士になって，その頃の修習の記憶というの

は，本当に被害者の方も参考人として呼んでいて，被疑者が座るのと同じ椅子，パ

イプ椅子，お茶も出さない，検察官は高い椅子に座っているんですよね。昔はです

よ，２０年前ですよ。でも，検察官，本当に法律が変わった後，すごく変わられて

いますし，更にやっていかれるのと，あとは連携の話があるんだなと。制度自体が，

やっぱり担当者が変わっていったら複雑なのは仕方がないけれども，それについて

のどこも同じ説明ができるようなこともやがてはできるかなという感じを受けまし

た。率直なＥ（１）委員の御意見は非常に，なるほどと思いました。 

 

〇Ｅ（１） 

 やっぱり少年というのは，これからがありますから，更生させるべきものだと思

うんです。しかしながら，そういう犯罪を犯した人が再び犯罪を起こすというのは

結構事例がありますよね。そういう中で，やはりその方がいらっしゃる環境，親御

さんであったり，それから周りの人だったり，職場であったり，そういう方，みん

ながその人を見てあげて，みんなで育ててあげないと犯罪はなくならないんじゃな

いかというふうに思うんですけども。 
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◎委員長 

 Ｂ（２）委員からの御指摘があったのは，被害者の方は既に一度傷ついているん

だという，そこの御指摘なんですね。そういう方に対して対応するときには，ごく

普通の人に対する対応とは違う配慮が必要だと。 

 

〇Ｂ（２） 

 されているのは分かっているんですよ。してないということは言っていないんで，

されていると思うんですけど。 

 

◎委員長 

 それは，正におっしゃるとおりだなと。 

 

〇Ｃ（４） 

 被害者の方が窓口にいらっしゃった後，お通ししている部屋に工夫があるかとい

うのは，私も申し訳ないですが余り把握していないんですが，通常の面接室にお通

ししているかと思うんですが。 

 

□オブザーバー 

 窓口に来られたときは，まず念頭に置いているのは二次被害の防止というところ

で，職員のほうも，そこはマニュアル的な部分もそうですけど，まず二次被害，Ｂ

（２）委員が言われたように二次被害の防止というのをまず念頭に置いています。

ですから，窓口に来られたときに被害者の方って分かったら，一般の当事者の相談

とかで来られている窓口とは別の部屋を用意して，そちらのほうで話を伺うという，

最初から場所を変えて，ほかの人から見られない，そういう配慮から始めます。逆

に言えば，その程度なのかもしれませんけども，説明の仕方も被害を受けられてい
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る方なんだというのを念頭に置いて行っております。 

 

◎委員長 

 窓口の対応もそうですし，もっと言えば法廷で，成人の場合ですけれども，証人

として話していただくといったときに，裁判官として，どう，普通の証人尋問と全

く同じようにやるのか，この方は被害者だからということで違う配慮を考えながら

証人尋問をするのか，こういったことについては結構，Ｃ（４）委員も研修を受け

たりとかいうのはあったりしたんじゃないですか。まだありませんか。 

 

〇Ｃ（４） 

 刑事事件での被害者対応というのは，研修は受けておりません。 

 

◎委員長 

 それに類したものは，まだありませんか。 

 

〇Ｃ（４） 

 裁判所では年に１回，犯罪被害者についての裁判官向けの研修会が行われていて，

その資料は毎年提供を受けておりますので，そちらのほうは読ませていただいてい

ます。犯罪被害者，被害に遭われた方がどういう心情になるのかといった講演録な

ども読ませていただいています。 

 

〇Ａ（２） 

 性犯罪だと，刑事裁判ですと，私は，被害者サポートセンターの代表なんですけ

ど，そこの支援員が法廷に行って，そばにいて付き添うという形を実際やっている

んですね。家庭裁判所でも，もしそういう事件があったら，そういうふうにやって

いただいても，意見は言いませんけれども，そういうのがあってもいいんじゃない
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かなと。 

 この前の事件なんかは，被害者が４０分ぐらいしゃべらなくなって，その回復を

待って，そのときにストレスを解消するグッズを持つことを裁判所が許可してくれ

たから，それでやっと尋問ができるようになったこともあるんですね。 

 

◎委員長 

 それ，成人の事件ですね。刑事事件ですね。 

 

〇Ａ（２） 

 それは成人の，ええ。だから，成年でも少年でも同じだろうと思うんですね。そ

こまでの配慮がやっぱり必要かなと。 

 

◎委員長 

 付添人については，これは少年の事件でも，希望があれば配慮はされるというこ

とですか。 

 

〇Ｃ（４） 

 そうですね。被害者の方の心身の状態などを考慮して，不安を和らげるために付

添人が必要だということであれば，そちらは許可をさせていただいています。 

 

◎委員長 

 ただ，先ほどＥ（１）委員からも御指摘があったように，成人の事件だと，もと

もと公開されていますから，誰でも入れるので，許可なしに付添いの方も傍聴席ま

では当然入れるわけですけど，少年の場合は非公開ですから，一々許可をとっても

らわなきゃいけない。ここは確かに大きな違いだと思いますが，いかがでしょうか。 
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〇Ｆ（１） 

 私も今まで少年事件のことを考えるとき，家庭裁判所調査官の方と一緒に考える

ような場面が多かったですので，やっぱり少年の更生とか，加害者でありながら少

年たちはいろいろな事情の被害者であって事件を起こしてしまっている人たちなん

だっていうような基本的なスタンスで考えてきました。 

 家庭裁判所にしても少年院にしても少年鑑別所にしても，主人公は事件を起こす

に至らざるを得なかった少年たちを相手にして教育したり，矯正するにしても，や

っぱりその子たちのためにっていうようなものであるし，あってよいというふうに

思っているところはありました。 

 でも，改めて考えると，大人の犯罪の場合には加害者側には検察があって，被害

者側のほうに弁護士がいるみたいな，そんなふうな感じで思っていたんですが，少

年事件には被害者のほうが置き去りにされているんだなということを今日のＡ

（２）委員のお話で改めて，ああ，そうだっていうふうに認識したっていう感じで

す。 

 私は，今年の４月から犯罪被害者のカウンセラーっていう役割を引き受けること

になって，実はずっと前も引き受けたことがあるんですが，一度も，たまたまの事

情で犯罪被害者のカウンセリングっていうのをしたことがないんですね。でも，ケ

ース会議とかそんなので経験はしたことがあって，被害を受けた人がいろんな被害

に向かい合って，そしてそこで受けた本当の痛みとか悲しみを語ること自体，すご

く難しいことで，臨床心理士が片手間にやるアドバイザーは経験が入っているんで

すが，そういった公式，公式じゃないということはないんですが，プラスアルファ

の役割として引き受けている人たちが，委託された人がやっているようなところで

しか被害者の気持ちをしっかり捉えてあげるっていうことができてない，そういう

制度がないんだなっていうことを改めて感じました。 

 私たちが時々痛くなったらするみたいなものでしかないっていうことで，そうい

うものなんだと思っていたんですが，それは本当に片手落ちなことだなっていうの
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も感じています。 

 少年事件は基本的には事件を犯すに至った少年たちを更生させていく，それ以上

のものにしない，更に悪い条件の中に置いていかないというふうに思って育ててや

る，矯正してやるっていうことが中心だと思うんですが，それにしても，その子た

ちを扱う人がその子たちが犯したことによって被害者になった方たちのすごい細や

かな心のあり様とか悲しみとか被害感とか，そういったものをたっぷり理解してい

ないと，少年に対して自分の犯したことを振り返り，かつ，それが自分の今まで受

けたその子の生い立ちの中でのある種の被害とか，そういうものとかを結び付けな

がら考えていけるっていうことは，すごく大切なことですが，そんなに簡単なこと

ではないので，やっぱり伝達する人，家庭裁判所調査官とか法廷に関わる裁判官と

か，そういった方たちなんだと思うんですが，そういう人が被害者の気持ちの細や

かなところを理解しておく必要はあるだろうなっていうふうに思いました。 

 そのシステムみたいなものが必要。例えば，我々，被害者のカウンセラーになる

者が伝達する，的確な方法とかそういうものに取りあえずはなるのかもしれないで

すが，それが必要なんだろうなというふうに思いました。それがないと，やっぱり

少年も立ち直れないというか，それのためのよい教育にはなっていかないんじゃな

いかなというふうなことを思いつつ聞いていました。 

 

◎委員長 

 そうですね。成人に対する刑事罰と違って，少年の場合は罰を与えるのではなく

て，罰を与えることによってしたことの責任を取らせるんじゃなくて，そうではな

くて育てる，教育する，立ち直らせる，これが少年の場合は制度の根幹の考え方な

わけなので，そのために今まで多くの方からいろんな御意見が出ていますように，

少年は手続が公開されない，傍聴は誰でもできるわけではない，それから少年のプ

ライバシーは守らなければならない，名前は明らかにされない，そういったいろん

な制度があるわけですけれども，だからこそ，少年の立ち直りのためにこそ内省，
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本当の意味での内省をさせることが大事で，そのためには被害者の方の痛み，苦し

み，その気持ちを適切に少年に伝える必要があるんだと。それが非常に難しいんだ

と。ここを御指摘いただいたわけです。それは確かに。 

 それで，家庭裁判所調査官に対する期待といったこともおっしゃっていただいた

と，こういうことでしょうか。 

 

〇Ｆ（１） 

 はい，そうなんです。 

 

〇Ｇ（１） 

 初めて参加させていただいて，少年のそういった犯罪に対して，少年を更生させ

たり教育するということが趣旨であるということも改めて，何となくは知っていた

けれど，それほど皆さまがそこを非常に強調されて，とても大切な，そのことの趣

旨がとても大切だということを今お聞きしたので，改めてこの意味を理解したわけ

ですが，同時に被害者からすれば，相手が成人であっても，未成年，少年であって

も，その感情は変わらない。 

それに対して非常に苦しみとか悲しみとかというものを持っていて，それをどこ

に訴えたらいいのかというふうな場が見つからなかったり，それを引き受けてくれ

るところがないというところ，それについては今カウンセリングというようなもの

があると，ただ，そういうのをどうやったら受けられるのかとか，制度としてはこ

ういうふうにありますよということがあるけれども，先ほどおっしゃった置き去り

にされているという感情はやはり改めて，こういういろんなことがあります，でき

ます，していますというふうに御説明があると，なるほどなと。それぞれに制度が

あったり，それぞれの方はそれぞれの立場で考えてされているんだなということは

分かるんですけれども，やはりそれでも被害者の方は本当に素人で，その素人の方

をサポートする制度というのがどこか足りないと。 
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制度としてはあるけれども，その制度を理解して，そして自分の感情を理解して

もらえたりとか，それから少年犯罪ということ，この法律がそういうものと既に説

明はされているのかもしれませんが，この犯罪というものがこういうふうな趣旨の

ものに成り立っていて，被害者の気持ちも分かるけれども，ここをこういうふうに

理解してほしいとか，そういう説明がどこでされているのかなという感じはいたし

ます。されているのかもしれませんが，そういったようなところが仕事としては思

いました。 

 いろんな意味での，こういうふうにすればサポート制度がありますというのが，

これだけではなくて，もっとほかにあるのか，法的なだけではなくてあるのか。例

えば，先ほど被害者の代理人というふうなことをおっしゃって，それは何なんだろ

うと思いましたし，カウンセラーというのがあるとすれば，どうやったらその制度

を受けることができるのかとかっていうのは，どこで知らされて，被害者の方がそ

ういった感情を少しでも和らげるような状況が生まれるのかなというのをちょっと

思いました。 

 

◎委員長 

 カウンセリングについては，恐らくＦ（１）委員が先ほどおっしゃったケースも，

かなり特殊なケースでございましょうか。 

 

〇Ｆ（１） 

 特殊というか，つながってくる道筋は，県警からの依頼です。 

 

◎委員長 

 警察からの御依頼だったんですか。 

 

〇Ｆ（１） 
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 はい。 

 

◎委員長 

 ルール化されたものではないですよね，少なくとも。 

 

〇Ｂ（２） 

 いや，ルール化されているんですよ。 

 

◎委員長 

 されていますか。 

 

〇Ｂ（２） 

 と思いますけどね。県警が見て，警察の立場で被害者だったらＶＳＣＯというと

ころがありますよとか，カウンセリングがありますよとか，恐らく紹介はされてい

るんだろうけど。 

 

〇Ｆ（１） 

 提示されるんですよね，必ず。 

 

〇Ａ（２） 

 今，警察が臨床心理士については無料で何回か相談できるようになっているんで

す。今度，Ｆ（１）委員も入られたということだと思うんですけど。ただ，警察が，

うんと言わないと駄目なんですよ。 

 

〇Ｂ（２） 

 うんと言ったらお金は県から出るんですよね。 
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〇Ａ（２） 

 そう。最終的には県ですね。当然，それ以外の人は私らのとこに来たりとか，い

ろいろ。先日お聞きしたのは，直接お頼みするとか，そういうことになると思うん

ですけどね。 

 

〇Ｂ（２） 

 情報がばらばらと存在するということがよく分かりましたね。 

 

〇Ｇ（１） 

 どうやったら一括でその全体像が伝えられて，こういう場合にはこういうサポー

トが受けられますとか，どこに行けば最初の窓口で，それが見えればいいんですけ

れども，一つ行って，これのここはここだけだ，これはここだけというふうに知ら

されると，被害者は置き去りにされた感情をやっぱり持つかなというふうに思いま

した。被害者なのにという，そういう感情になるかなと思いました。 

 

◎委員長 

 一応は検察官が集約窓口的な。 

 

〇Ｄ（３） 

 捜査段階における最終的には窓口にはなりますね。これは感覚的なところではあ

るんですけども，逆に関わりたくないっていう人も多いんです。感覚的には，どち

らかというと，むしろ積極的に関わりたいと思われている方のほうが少ないという

感覚はあります。 

 ただ，それと被害を受けられたっていうことは別なので，そういうことに関して

は，例えば，被害者支援的なことでカウンセラーとかそういうことになるんだろう
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と思うんですけども，一応そういうふうな場所も検察庁の中にはありますので，状

況として，そういうところを御希望であれば，場合によってはそういうとこにつな

ぐということもあります。 

 

◎委員長 

 最初は関わりたくないと，もうこれで終わりにしてほしいとおっしゃっていても，

実はその後よく考えたら，ちょっと考えが変わるとか，あるいはもっと言うと，そ

のときの心の傷が深いからこそ関わりたくないという，そういう表現になってしま

うのであって，おっしゃっているとおりにしているよりも，むしろどこかにつない

だほうがいいという場合もあったりするんじゃないでしょうか。 

 

〇Ｄ（３） 

 それはあります。結構ひどい性被害とか，特に性被害が一番多いんだと思うんで

すけども，ひどい性被害とかだと，そういう形で，逆に関わりたくなかったという

ことだと，被害者支援という形でつないだりとかっていうことにはなるとは思いま

す。 

 

〇Ａ（２） 

 今言われたところだと思うんですよね。警察官，検察官でやっぱり取調べの対象

になっているので，そこで被害者のほうは，じゃあこれをお願いしますと，なかな

か言いにくい，実際にはね。だから立場へ返って，被害者も我々のところに来たら，

やっぱりありますというのもあるんですね。だから段階によって，また違うんじゃ

ないかなと思います。 

 

〇Ｈ（１） 

 基本的なことですみません。今，段階っていうふうなことをおっしゃられたんで
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すけど，事件があって，家庭裁判所に来るまでの期間っていうのはどのぐらいなん

ですか。 

 

〇Ｄ（３） 

 事件それぞれによります。例えば，いわゆる身柄を拘束されない在宅事件と呼ば

れるもの，一方で身柄を拘束される身柄事件，逮捕されたとか，物によって変わり

ます。身柄を拘束されている事件だと，法律的に身柄を拘束できる期間というのが

一つの逮捕で最大２０日までと決まっているので，その期間内に最終的に家庭裁判

所に送致をする，あるいは家庭裁判所に送致をしなきゃいけないというルールがあ

って，そういうものと，在宅と言われる身柄を拘束されていない事件というのは，

こちらが適宜というわけではないですけど，一定の期間内で，決まってはないんで

すけど一定の期間内で送っていくという形です。 

 

〇Ｈ（１） 

 ありがとうございます。２週間ぐらいとして，例えば少年鑑別所っていうお話が

あったときには，そこから２週間若しくは４週間というお話だったんですけど，長

くても１か月半ぐらいですよね。例えば，傍聴しますっていう方のような大きな事

件に対しては，被害者の方は，その間に，どれほど自分の気持ちが揺れたりとか，

本当は混乱している時期だったりとかっていうことで，御自分でお話しできる時期

ではないのかなっていうふうなことを思いました。 

 そんな中でリーフレットが送られてきて読んだとしても，被害者の立場からする

と，加害者のための裁判所なんだなっていうイメージをどうしても持ってしまう中

で，例えば，申出をして，申出が許可されませんでしたっていったときのフォロー

であったりとか，被害者のためにそういうことができたらいいなっていう思いを強

く持ちました。 

 私は，女性の相談であったりとか，それこそ性被害やＤＶだったりとかというの
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をひたすら耳にしているんですけれども，自分から話すまでの時間はすごくかかる

し，相手との信頼関係だったり相性が合わないと，なかなか口に出すことはできな

いので，その辺りのフォローっていうのができたら，もっといいのかなというのが

一つ。本当に小さなことなんですけど，例えば，裁判所から被害者の方に郵便が行

くときに，通常の型どおりの封筒があって下に裁判所の所属が書いてあって，該当

所属に印がついたりとかっていうことではなくて，行政の封筒ではない，もうちょ

っと柔らかい気持ちが伝わったりとか，それから面接をするところに１枚クロスが

かけてあったりとか，そういうことで少しでも気分が和らげたらいいのかなってい

うのを，どうしても被害者の気持ちになってしまうので，その辺りをとても今日強

く感じました。 

 

◎委員長 

 今の御指摘は，なるほどと思いました。被害者の方に裁判所からお送りする封筒

について，何か工夫はありますか。 

 

□オブザーバー 

 お送りするのは，裁判所の名前が入っていないものにしております。これは少年

事件の場合，少年に対しての呼出状，保護者に対しての呼出状もそうですけども，

裁判所というふうに印刷されていない分で，担当者の記名印を押して，郵便物が戻

ってくる可能性もありますので，住所は裁判所の住所になっていますけれども，そ

れが印刷してあって，あとは電話番号も直通の家庭裁判所の少年係の書記官室の電

話番号になっていますけど，名前だけは，例えば，私でしたら私のフルネームのゴ

ム印を押して送っております。 

 

◎委員長 

 担当者の名前がいきなり入っていたら，誰から来たのか分からないって不審に思
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われるっていうことはないですか。 

 

□オブザーバー 

 庁によって違っていまして，そういう不審な場合もあるので，家庭裁判所という，

ちゃんと少年係と出しているところもあるようです。ただ，どちらをとるか，ダイ

レクトメールで変な分だと思って捨てられるっていうのも困るし，あとは裁判所か

ら一体何っていうのも困るっていう，どちらがいいかという，そういう御意見もあ

ったほうがいいのかもしれませんが，今現状では記名印入りです。 

 

◎委員長 

 ただ，茶封筒ではあるんですね。 

 

□オブザーバー 

 はい。茶封筒で記名印なんで役所関係なんじゃないかなという，この御時世，そ

んな茶封筒を使っているのはという，そこがみそかもしれませんけど。 

 

◎委員長 

 むしろＨ（１）委員の今の御意見は，もうちょっと柔らかい封筒にするとかとい

う。 

 

〇Ｈ（１） 

 しっかり対応してくださっていたので。行政は所属が書いてあって，うちは何と

か課ですよとかいうのが来たりとか，それこそ裁判所っていうのが入ってきたら，

もらったときの心情というか，どきどきしますよね。もう裁判所ってあるだけでど

きどきするっていうところが少しだけでも軽減されたらいいかなと思いました。ち

ゃんとしてくださっていることが分かりました。 
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◎委員長 

 中身の文章はやっぱりお役所的な文章なので，そこは今の御意見も踏まえて，ち

ょっと表現を柔らかくするとか，今おっしゃったのはチェック方式で何課，何課，

何課って書いてあってチェックしてあるとか，そのようなものにはしないようにと

いう御趣旨ですよね。 

 中身の文章の書き方の工夫とかは検討できるのかもしれないと思います。あと，

面接の場にクロスがちょっとあったらというのは。これは，先ほどの被害者の方が

お見えになったときにお通しする別室について，ちょっと何か色のあるものにでき

ないかという御趣旨のことがあったように思います。それと今の面接の場というの

は，恐らく調査ですかね。調査の際の部屋には。 

 

□オブザーバー 

 面接室のほうは，家事事件で小学生とか中学生ぐらいの子が遊ぶわけではないけ

ど，話をする子用にソフトな感じで作った部屋を用意して対応させていただいてい

て，被害者傍聴のときの待合についても，その部屋を使うようにさせてもらってい

ます。家事事件とかち合ったときは，こちらのほうが時間的な制約があるので優先

をさせていただくということで家事係の家庭裁判所調査官とは話をしております。 

 

〇Ｃ（４） 

 例えば，絵が飾ってあるとか，そういうのはありますか。 

 

□オブザーバー 

 ソファーというか，ちょっと置いてあったりとか，Ａ（２）委員はお部屋をご覧

になったことがあるかもしれないですけど。 
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〇Ａ（２） 

 検察庁は特別の被害者用の部屋を作って，ソファーにするとか，全国的にされて

いるみたいですね。裁判所は，それはちょっと忘れましたけども。 

 

□オブザーバー 

 ちょっと広めの部屋なのですが。 

 

◎委員長 

 児童室とは違うんですか。 

 

□オブザーバー 

 違います。 

 

◎委員長 

 児童室ではないんだけれども，面接において心のケアを配慮するタイプの方用の

部屋というのがあるわけですね。 

 

□オブザーバー 

 そうですね。 

 

◎委員長 

 そこを被害者の方も使っていただくと。 

 

□オブザーバー 

 はい。 
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◎委員長 

 もうそろそろ時間がなくなりますが，いかがでしょう。こういった皆さんの御意

見を踏まえて，裁判所，これからこうしてみたらいいんじゃないか，もうちょっと

こういうふうにすべきじゃないか，そういう裁判所に対する注文，提案の御意見あ

りましたら是非お伺いしたいと思います。 

 

〇Ａ（２） 

 私が皆さん方に提案して，今日，うれしかったのは，多少でも被害者のことを理

解していただけたのかなと思って。あとは，裁判所には，恐らく被害者について余

り頭になかったと思うんですよ，今までのやり方としてね。ですから，今後もう少

し配慮したやり方を多くの点で気をつけていただければ，具体的なやり方が出てく

るんじゃないかと思うんですよ。リーフレットのことだけじゃなくてですね。それ

をやっていただいたらうれしいなと思います。 

 

◎委員長 

 先ほど，この制度を利用しようと思ったけど認められなかったときに，そのフォ

ローをどうするかというときは，成人の刑事事件の被害者について，そういうこと

があれば，多分検察庁のほうで対応なされるんですか。 

 

〇Ｄ（３） 

 それは対応させていただきます。 

 

◎委員長 

 そこは確かに，先ほど御指摘を受けて，それは裁判所がフォローを考えなきゃい

けないところなのかなと。今のところ，例えば，傍聴が認められなかったとき，認

められませんでしたと通知するだけで終わっているんですかね。 
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〇Ｃ（４） 

 先ほど御説明させていただいたとおり，取下げがあるもの以外は全て，申出があ

るものは当庁では少なくとも認めておりますけれども。 

 

◎委員長 

 そうか，事例がないんですね。 

 

〇Ｃ（４） 

 そうですね。仮に難しいというようなことになった場合には，書記官室で説明や

対応はさせていただくことにはなるかと思います。 

 

◎委員長 

 そのときには，正に被害者の方の心情に配慮しながらきちんと説明をという，そ

ういうことでしょうか。 

 そろそろ時間も参りました。今日の意見交換を以上で終了したいと思います。 

 


